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Ⅰ 教育に関する目標を達成するための措置 

１ 学部における教育に関する目標を達成するための措置 

ア 質の高い教育を実施し、ディプロマ・ポリシーに沿った人材を育成するため、適

切なカリキュラム運営及び教員確保を行うとともに、学修成果可視化システム

（ESLO を含む。）等を活用して教育内容及び成果について点検する。（No.１－１） 

イ 授業アンケート等を活用し、個別の授業について授業内容等の点検を促す。（No.

１－２） 

ウ データサイエンス学部及び看護学部において、設置計画に基づく教育を着実に実

施する。（No.１－３） 

エ 看護学部において、臨地実習の質を担保するため、実習施設との協議会や実習指

導者講習会を行うことで、臨地実習における教育について認識を共有する。（No.１

－４） 

 

評価指標及び達成目標 

①  標準修業年限卒業者  

割合 

 ◆88％以上（毎年度） 

※対象者は、退学者を除き、編入学者を含む。 

②  教員一人当たり 

学生数 

 ◆18 人未満（2027 年度までに） 

※学生数は学部・院の合算、教員は常勤教員

のみで算出。 

③  学修成果可視化システム 

利用率 

 ◆70％以上（最終年度までに） 

④  授業アンケートを活用し

た自己点検・評価  

実施率  

 ◆常勤教員のみ：100％（毎年度） 

◆全教員：90％以上（毎年度） 

⑤  看護師国家試験 

新卒者合格率 

 ◆大学新卒の平均合格率を達成し、100％を

目指す。（卒業者輩出後毎年度） 

⑥  保健師国家試験 

新卒者合格率 

 ◆大学新卒の平均合格率を達成し、100％を

目指す。（卒業者輩出後毎年度） 
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２ 大学院研究科及び専攻科における教育に関する目標を達成するための措置 

ア 多様な分野で活躍する人材を養成するため、データサイエンス学分野及び看護

学分野の大学院設置について検討する。（No.２－１） 

イ 授業の昼夜開講や長期履修等、多様な背景を持つ学生が学びやすい環境を提供

し、社会人や外国人留学生等様々な人材を受け入れる。（No.２－２） 

ウ カリキュラム・ポリシーに基づいた教育を行い、アセスメント・ポリシーに沿っ

て不断の点検を行うことで教育の充実を図り、地域や社会の実践の場で活躍する

人材を育成する。（No.２－３） 

 

評価指標及び達成目標 

①  デー タ サイ エ ンス 学 分

野、看護学分野の大学院

開設 

 ◆データサイエンス学分野：修士課程開設

（2027 年度） 

◆看護学分野：修士課程開設（2029 年度） 

②  入学定員 充足率 

（大学院） 

 ◆100％（毎年度） 

③  大学院の入試や概要等にかかる説明会を開催する。（毎年度） 

※オンライン含む。 

④  アセスメント・ポリシー

に基づく自己点検・評価

の実施 

 ◆教学マネジメント会議開催件数 

３回以上（毎年度） 

 

３ 教育の質保証に関する目標を達成するための措置 

ア 学修成果可視化システム（ESLO を含む。）を有効に活用して学生が主体的に自身

の学修成果を評価できる環境を整える。（No.３－１） 

イ 教育の質を担保するため、教学マネジメント会議において、アセスメント・ポリ

シーに基づいた自己点検・評価を恒常的に実施する。（No.３－２） 

ウ 教職員の教育力・学生支援能力の向上に資するため、教育環境や社会情勢に即し

たファカルティ・ディベロップメント及びスタッフ・ディベロップメントを実施す

る。（No.３－３） 
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評価指標及び達成目標 

①  学修成果可視化システム 

利用率（再掲） 

 ◆70％以上（最終年度までに） 

②  アセスメント・ポリシー

に基づく自己点検・評価

の実施（再掲） 

 ◆教学マネジメント会議開催件数 

３回以上（毎年度） 

③  FD・SD 研修 参加率 

 

 ◆教職員参加率 90％以上（毎年度） 

※学外研修も含む。 

 

４ 質の高い入学者の確保に関する目標を達成するための措置 

ア 多様な学生を安定的に確保するため、初等中等教育機関等での出張講義や進学説

明会への参加等、本学の求める人材像や教育内容について積極的に情報発信を行

う。（No.４－１） 

イ 市内進学者の拡大を図るため、市内の初等中等教育機関等との連携を深める。

（No.４－２） 

ウ 大学院における、多様な人材の確保に努めるため、説明会を開催するなど積極的

に情報発信を行う。（No.４－３） 

 

評価指標及び達成目標 

①  入学定員 充足率（学部）  ◆全学で 100％（毎年度） 

②  入学定員 充足率 

（大学院）（再掲） 

 ◆100％（毎年度） 

③  初等中等教育機関等への

出張講義 件数  

 ◆40 件以上（毎年度） 

④  進学ガイダンス・説明会

（高校訪問含む。）  

参加件数 

 ◆230 件以上（毎年度） 

⑤  大学院の入試や概要等にかかる説明会を開催する。（再掲）（毎年度） 

※オンライン含む。 
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５ 学生支援の充実に関する目標を達成するための措置 

(1) 学修支援 

ア 新年度のオリエンテーションにおいて学修に対する意識付けを行うほか、リメデ

ィアル教育の実施やラーニングマネジメントシステムの充実等により学生が計画

的かつ主体的に学修に取り組める環境を整える。（No.５－１） 

イ 学修状況に課題を抱える学生の面談を実施するなど、教職協働できめ細かい支援

に取り組む。（No.５－２） 

 

評価指標及び達成目標 

①  リメディアル教育を適切に実施し、内容の点検・確認を行う。（毎年度） 

②  ラーニングマネジメント

システムを活用している

授業 割合 

 ◆80％以上（毎年度） 

③  過少単位や学修状況に課題を抱える学生の面談を学期ごとに実施する。 

（毎年度） 

 

(2) キャリア支援 

ア 学生が主体的に自らのキャリアを考え実現できるよう、キャリアデザイン、就業

体験実習、アントレプレナーシップ、インターンシップ等のキャリア関連教育を実

施して初年次から就業意識を醸成し、学生が多様な選択肢から自身のキャリアを

描ける環境を整える。（No.５－３） 

イ 学内合同業界研究会を開催するなど、学生が選択したキャリアの実現に向け、支

援を行う。（No.５－４） 

 

評価指標及び達成目標 

①  就職率  ◆100％（毎年度） 

②  キャリア関連教育の 

受講者 のべ人数 

 ◆350 名以上（毎年度） 

③  学内合同業界研究会等説

明会 招聘企業・団体数 

 ◆220 社以上（毎年度） 
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 (3) 生活支援 

ア ダイバーシティ＆インクルージョンの観点から、学生が心身ともに健康で充実し

た学生生活を送ることができるよう、学生相談や学生支援を適切に実施する。（No.

５－５） 

イ 経済的に修学困難な学生に対しては、高等教育の修学支援新制度をはじめとする

奨学金の適切な情報提供を行う。（No.５－６） 

 

評価指標及び達成目標 

①  相談支援センター運営会

議（学生相談にかかる情

報共有会。必要に応じて、

関係 教 職員 と 合同 で 開

催。） 開催回数 

 ◆10 回以上（毎年度） 

②  留学生全員を対象とした面談を実施する。（毎年度） 

③  ハラスメント防止の啓発活動として、ハラスメント防止講習会を実施する。

（毎年度） 

※オンラインや e-ラーニング含む。 

④  倫理公平委員会ハラスメ

ント措置案件  

 ◆０件（毎年度） 

※「措置」は公立大学法人下関市立大学ハラ

スメント等の防止及び事案の解決に関す

る要綱の第４章及び第６章に定める措置

を指す。 

⑤  新入生を対象とした、学生生活支援に関するオリエンテーションを実施す

る。（毎年度） 

⑥  奨学金等説明会  

開催回数 

 ◆15 回以上（毎年度） 
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Ⅱ 研究に関する目標を達成するための措置 

１ 独創性及び特色のある高水準の研究の推進に関する目標を達成するための措置 

ア 学部間連携による学際的研究を推進するなど、地域課題の解決に貢献し得る研究

を推進する。（No.６－１） 

イ 本学が有する学問分野の特色を活かした、国内外で高く評価される研究活動を推

進する。（No.６－２） 

 

評価指標及び達成目標 

①  学際的研究 件数  ◆３件以上（毎年度） 

②  外部研究資金 獲得金額  ◆年１億円以上（最終年度までに） 

③  主要な学術誌等  

掲載論文数 

 ◆年 80 本以上（最終年度までに） 

※「主要な学術誌等」とは Scopus 又は Web 

of Science に掲載された学術誌等を指す。 

④  下関市や市内企業等との

共同・受託研究 件数 

 ◆総計６件以上（期間中） 

 

 

２ 研究活動の充実に関する目標を達成するための措置 

(1) 研究環境・支援体制の充実 

ア 研究活動促進のため、科学研究費獲得に向けたセミナー開催や企業等とのマッチ

ングに向けた取組等外部資金獲得に向けた支援を進める。（No.７－１） 

イ サバティカル制度の利用促進等を通じた研究活動の支援や、国際論文の閲覧環境

等研究環境の整備を図ることにより、研究支援体制を強化する。（No.７－２） 

 

評価指標及び達成目標 

①  科学研究費 採択率   ◆新規申請課題数のうち採択課題数の割合 

20％以上（毎年度） 

※研究代表者としての申請分のみ。 

②  科学研究費等の競争的研

究費にかかる研究に携わ

る教員 割合 

 ◆40％（毎年度） 

※看護学部の助教・助手を対象から除く。 

③  外部研究資金 獲得金額 

（再掲） 

 ◆年１億円以上（最終年度までに） 



7 

④  サバティカル制度  

利用件数 

 ◆総計２件以上（期間中） 

 

(2) 研究倫理の遵守 

ア 研究倫理に関する研修会を継続的に実施し教職員の研究倫理意識を醸成するこ

とで、研究不正防止に取り組む。（No.７－３） 

評価指標及び達成目標 

①  研究不正（認知）件数   ◆０件（毎年度） 

②  研究倫理研修会 受講率  ◆対象教職員：100％（毎年度） 

 

３ 研究成果の社会還元に関する目標を達成するための措置 

ア 研究論文の発表や学会発表等を通じて研究成果を発信することで、研究の継続・

発展を推進する。併せて、研究成果については、本学 HP 等を通じて積極的に情報

発信する。（No.８－１） 

イ 本学が有する知的財産を有効に活用するため、特許権の申請を推進する。（No.８

－２） 

 

評価指標及び達成目標 

①  学会 発表数  ◆65 件以上（毎年度） 

②  主要な学術誌等  

掲載論文数（再掲） 

 ◆年 80 本以上（最終年度までに） 

※「主要な学術誌等」とは Scopus 又は Web 

of Science に掲載された学術誌等を指す。 

③  特許権 申請件数  ◆年 15 件以上（最終年度までに） 
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Ⅲ 地域貢献に関する目標を達成するための措置 

１ 産学官連携の推進に関する目標を達成するための措置 

ア 市や市内企業等との共同研究等により、地域が抱える課題の解決に資する研究を

実施する。（No.９－１） 

イ 自治体等の委員や医療機関等への講師等の派遣について積極的に応じ、地域にお

ける「知の拠点」としての役割を果たす。（No.９－２） 

ウ 市内の初等中等教育機関等と連携し、ニーズに応じて教員を派遣し、教育力向上

等地域の教育行政が抱える課題の解決を支援する。また、早い段階から本学の教

育・研究に触れる機会を設けることで高等教育への関心を高めることに寄与する。

（No.９－３） 

 

評価指標及び達成目標 

①  下関市や市内企業等との

共同・受託研究 件数 

（再掲） 

 ◆総計６件以上（期間中） 

②  自治体や医療機関等への

派遣（委員・講師等） 

のべ人数 

 ◆80 名以上（毎年度） 

③  下関市の小中学生への理数教育・データサイエンス教育の強化にかかる教

員派遣等の取組を実施する。（最終年度までに） 

 

２ リカレント教育等への取組に関する目標を達成するための措置 

ア 学部の新設も踏まえ、様々な分野の講座を継続的に開講し、実践的・専門的な学

び直しや教養・知識を深める機会を提供する。（No.１０－１） 

 

評価指標及び達成目標 

①  リカレント教育  

講座件数 

 ◆５件以上提供（毎年度） 

②  公開講座 件数  ◆６件以上提供（毎年度） 
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３ 市内就職率向上のための取組に関する目標を達成するための措置 

ア 下関市内企業等の認知度を高めるため、説明会を開催するなど、市内企業等の情

報に触れる機会を充実させる。（No.１１－１） 

イ 看護学部において、地域で活躍する看護職となるよう、関門地域の医療機関等の

説明会を開催し、学生への情報提供を積極的に行う。また、看護職のゲストスピー

カーや演習参加を進め、早い時期から地域の魅力ある看護職に触れる機会を設け

る。（No.１１－２） 

 

評価指標及び達成目標 

①  下関市内就職率  ◆10％以上（最終年度までに） 

②  看護学部  

関門地域就職率 

 ◆30％以上（最終年度までに） 

※関門地域とは下関市、山陽小野田市、北九

州市を指す。 

③  下関市内企業等説明会 

招聘企業・団体数 

 ◆16 件以上（毎年度）  

④  看護職のゲストスピーカ

ー・演習参加人数 

 ◆７名以上（2028 年度から毎年度） 

※対象科目（予定）：ナーシングキャリアデ

ザイン、多職種連携論、総合看護技術演習、

小児ヘルスケア方法論Ⅰ、精神ヘルスケア

方法論Ⅰ、国際保健看護学  

⑤  関門地域の医療機関等を対象とした説明会を開催する。 

（2027 年度から毎年度） 
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Ⅳ 国際交流に関する目標を達成するための措置 

１ 学生の国際交流の推進に関する目標を達成するための措置 

ア 外国研修や国際インターンシップ、派遣留学等の海外研修を推奨し、国際社会で

活躍できる人材を育成する。（No.１２－１） 

イ 高度な連携事業を推進するため、海外協定校との調整を行う。（No.１２－２） 

ウ 外国人教員の増員や外国語による授業科目の提供等の受入環境の整備により、留

学生の確保を推進し、学内でも国際交流ができる環境を充実させる。（No.１２－

３） 

 

評価指標及び達成目標 

①  派遣留学生数  ◆80 名以上（毎年度） 

※外国研修・国際インターンシップ含む。 

②  海外協定校との新たな連携事業について、学生等にプログラムを提供する。

（期間中） 

③  外国語で実施する授業科

目数 

 ◆年５科目以上（2026 年度までに） 

※語学科目を除く。 

④  外国人教員数  ◆25 名（最終年度までに） 

※常勤教員のみ。 

⑤  国際交流に関するイベン

ト 実施件数 

 ◆16 件以上（毎年度） 

⑥  受入留学生数  ◆年 150 名以上（最終年度までに） 

 

２ 国際学術交流の強化に関する目標を達成するための措置 

ア 国際的な研究実績のある研究員の招聘や国際学術誌への投稿支援等、教員の国際

的な交流を推進し、国際共同研究等の学術交流の拡大に取り組む。（No.１３－１） 

 

評価指標及び達成目標 

①  国際的な研究実績のある

研究員 招聘人数 

 ◆総計 15 名以上（期間中） 

②  主要な学術誌等  

掲載論文数（再掲） 

 ◆年 80 本以上（最終年度までに） 

※「主要な学術誌等」とは Scopus 又は Web 

of Science に掲載された学術誌等を指す。 

③  国際共著数  ◆年 40 本以上（最終年度までに） 
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Ⅴ 管理運営に関する目標を達成するための措置 

１ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置 

(1) 業務運営 

ア 理事長と学長のリーダーシップのもと、理事会、教育研究審議会、経営審議会等

を適切に運営する。また、社会の要請等を踏まえ、必要に応じて、組織、各種会議

体の在り方を点検するなど、効率的かつ合理的なマネジメントを行う。（No.１４－

１） 

 

評価指標及び達成目標 

①  自己点検・評価を実施し、中期計画等について適切に進捗管理を行う。 

（毎年度） 

 

(2) 人事評価制度・研修を通じた人材育成 

ア 採用計画に基づき優秀な教職員を採用するとともに、事務職員については人事評

価等により適切な人事配置を行い、教員については業績評価により研究費配分等

を行う。（No.１４－２） 

イ 総合大学化や社会環境の変化に対応できるよう、事務職員の能力向上に資する研

修等に積極的に参加する。（No.１４－３） 

ウ 大学運営の活性化に活かすため、他大学等との事務職員の人事交流を図る。（No.

１４－４） 

 

評価指標及び達成目標 

①  採用計画どおりに着実に採用を実施する。（期間中） 

②  SD 研修 参加率  ◆専任事務職員参加率：100％（毎年度） 

③  他大学等との人事交流 

（出入） 

 ◆総計４件以上（期間中） 

※下関市からの派遣職員は除く。 

 

(3) 働きやすい職場環境の構築 

ア 業務の整理により効率化を図り、全ての教職員のワークライフバランスを向上さ

せる。（No.１４－５） 

イ 性別・障がいの有無等にかかわらず、等しく活躍の場を得られる職場環境の構築

を推進する。（No.１４－６） 
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評価指標及び達成目標 

①  年次有給休暇 取得率  ◆教職員：50％以上（毎年度） 

②  女性管理職 割合  ◆25％以上（毎年度） 

 

２ 財政の健全性の維持・確保に関する目標を達成するための措置 

(1) 自己収入の増加 

ア 自己収入の増加のため、外部資金獲得に向けた支援の強化を図るとともに、寄附

金等の受入体制を整備し、安定的な財源確保に取り組む。（No.１５－１） 

 

評価指標及び達成目標 

①  外部研究資金 獲得金額 

（再掲） 

 ◆年１億円以上（最終年度までに） 

 

②  寄附金の受入拡大に向けた制度を整備する。（2025 年度までに） 

 

(2) 最適な予算配分及び効果的な執行 

ア 質の高い教育研究活動に取り組むため、社会情勢や法人の経営状況等を踏まえた

予算編成を行うとともに、適切な予算執行に努める。（No.１５－２） 

 

評価指標及び達成目標 

①  予算編成方針に基づいて予算を編成し、下関市立大学の規程に基づいて予

算を適切に執行する。（毎年度） 

 

３ 自己点検・評価・改善及び情報提供に関する目標を達成するための措置 

(1) 評価の充実 

ア 評価指標及び達成目標に基づき、法人評価委員会及び認証評価機関等の外部評

価結果の活用も図りながら、不断に自己点検・評価を実施し、適切な大学運営、内

部質保証に取り組む。（No.１６－１） 

 

評価指標及び達成目標 

①  自己点検・評価を実施し、中期計画等について適切に進捗管理を行う。 

（再掲）（毎年度） 

②  認証評価機関における第

三者評価の受審と課題等

への継続的対応 

 ◆受審（2028 年度） 

◆課題等への対応 

（評価報告書受領以降毎年度） 



13 

(2) 情報公開 

ア 自己点検・評価結果をはじめとした情報について、適切な情報公開を行うことで、

法人としての説明責任を果たす。（No.１６－２） 

 

評価指標及び達成目標 

①  自己点検・評価結果をはじめとし、法定事項にかかる教育情報の公表など、

適切な情報公開を実施する。（毎年度） 

 

 

４ その他の業務運営に関する目標を達成するための措置 

(1) 施設・設備の整備 

ア インフラ長寿命化計画の見直しと、それに沿った計画的な改修・更新により、施

設・設備の適切な管理を行うことで、良好な教育研究環境を維持する。（No.１７－

１） 

 

評価指標及び達成目標 

①  下関市立大学インフラ長寿命化計画の見直しを実施する。 

（2025 年度までに） 

②  下関市立大学インフラ長寿命化計画に基づき、施設・設備の改修・更新を

適切に行う。（期間中） 

 

(2) 施設等の有効活用 

ア 保有する施設・設備について、学内の利用を確保したうえで、地域住民等にも供

用する。（No.１７－２） 

 

評価指標及び達成目標 

①  学内利用に支障がない範囲で施設を貸し出す。（期間中） 
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(3) リスク管理 

ア 危機管理ガイドライン等を不断に点検し、情報管理をはじめとするリスク管理

について、適切な体制を維持する。また、防災等の啓発活動を継続的に実施するこ

とで、キャンパスの安全管理に取り組む。（No.１７－３） 

 

評価指標及び達成目標 

①  危機管理ガイドライン等を点検する。（毎年度） 

②  防災訓練を実施する。（毎年度） 
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Ⅵ 予算（人件費の見積りを含む）、収支計画及び資金計画 

１ 予算 

(1) 予算（２０２５年度～２０３０年度） 

（単位 百万円） 

区 分 金 額 

収入 

 運営費交付金 

 授業料等 

 学生納付金 

  うち入学金 

  うち入学検定料 

 事業収入 

 寄附金 

 受託研究等 

 補助金 

 前中期目標期間繰越積立金取崩収入 

計 

 

７，６８３ 

５，６４４ 

１，２９６ 

９１４ 

３８２ 

１３１ 

３１ 

１ 

２，７７９ 

０ 

１７，５６５ 

支出 

 一般管理費 

 人件費 

 教育経費 

 研究経費 

 教育支援経費（図書館） 

 受託研究等費 

計 

 

３，３１７ 

１１，２４６ 

１，７６６ 

７３４ 

５０１ 

１ 

１７，５６５ 

予備費 ０ 

（人件費の見積り） 

中期目標期間中 総額１１，２４６百万円を支出する。 

・教員の人件費は、常勤教員については、２０２５年度は専任教員１１０名、特命

教員１３名の計１２３名で試算し、２０２６年度は専任教員１１４名、特命教員

１５名の計１２９名で試算し、２０２７年度以降は専任教員１２０名、特命教員

１５名の計１３５名で試算した。これに非常勤講師分を合わせて試算した。 
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・職員の人件費は、２０２５年度については専任職員４０名、２０２６年度以降は

専任職員４３名で試算した。各年度ととも派遣職員３名、有期雇用職員２０名、

再任用職員３名で試算した。 

・人件費のうち、退職手当は、公立大学法人下関市立大学職員退職手当規程及び公

立大学法人下関市立大学役員退職手当規程に基づいて支給する。退職手当に相

当する額は、運営費交付金として財源措置される。 

・中途退職による退職手当等の臨時的経費については、所要額を個別に算出した上、

その都度設置者側と協議し、財源措置される。 

 

（既存施設修繕及び臨時的経費の見積り） 

既存施設修繕は、中期目標期間中 総額１，０６６百万円を支出する。 

・既存施設修繕については、インフラ長寿命化計画に基づき、設置者側と協議し、

各年度予算編成過程等において決定され、施設整備事業費補助金として財源措

置される。  

・臨時的経費（施設の大規模整備費、高額備品購入費）については、所要額を個別

に算出した上、その都度設置者側と協議し、財源措置される。 

 

(2) 運営費交付金等の算定方法 

毎事業年度に交付される運営費交付金については、２０２５年度から２０３０年度

の各年度に必要な額を計上している。ただし、各事業年度の運営費交付金の額につい

ては、予算編成過程において再計算され決定される。 
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２ 収支計画（２０２５年度～２０３０年度） 

（単位 百万円） 

区 分 金 額 

費用の部 

 経常経費 

  業務費 

   教育経費 

   研究経費 

   教育支援経費 

   受託事業費 

   人件費 

  一般管理費 

 財務費用 

 雑損 

 減価償却費 

 臨時損失 

１８，８４６ 

１８，８４６ 

１５，０００ 

２，５８８ 

７３１ 

４３４ 

１ 

１１，２４６ 

２，１５４ 

９２ 

０ 

１，６００ 

０ 

収入の部 

 経常収益 

  運営費交付金 

  授業料等収益 

  入学金収益 

  入学検定料収益 

  雑益 

  寄附金 

  受託研究等収益 

  補助金 

 臨時利益 

 当期純利益 

 前中期目標期間繰越積立金取崩益 

１９，１２９ 

１９，１２９ 

７，６８３ 

７，１９４ 

９２７ 

３８２ 

１３１ 

３１ 

１ 

２，７７９ 

０ 

２８３ 

０ 

 当期総利益 ２８３ 
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３ 資金計画（２０２５年度～２０３０年度） 

（単位 百万円） 

区 分 金 額 

資金支出 

 業務活動による支出 

 投資活動による支出 

 財務活動による支出 

 次期中期目標期間への繰越金 

１７，５６５ 

１５，４９９ 

１，１５４ 

９１２ 

０ 

資金収入 

 業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

  授業料等による収入 

  受託研究等による収入 

  補助金等による収入 

  その他収入 

  寄附金による収入 

 投資活動による収入 

 財務活動による収入 

 前期中期目標期間からの繰越金 

１７，５６５  

１７，５６５ 

７，６８３ 

６，９４０ 

１ 

２，７７９ 

１３１ 

３１ 

０ 

０ 

０ 

 

Ⅶ 短期借入金の限度額 

１ 短期借入金の限度額 

２億円 

 

２ 想定される理由 

運営費交付金の受け入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費とし

て借り入れることを想定する。 

 

Ⅷ 出資等に係る不要な財産の処分に関する計画 

 なし 
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Ⅸ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

なし 

 

Ⅹ 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の向上並びに組織運営及び施設設

備の改善のほか、減価償却費に充てる。 

 

Ⅺ 市の規則で定める業務運営に関する事項  

１ 施設及び設備に関する計画 

（単位 百万円）  

計画の内容  予定額  財源  

既存施設修繕  １，０６６  

施設整備事業費補助金  

１，０６６  

 

注 金額については見込みであり、事業の進展により所要額の変動が予想されるた

め、具体的な額については、各事業年度の予算編成過程等において決定される。  

 

２ 積立金の使途 

前中期目標期間繰越積立金は、教育研究の質の向上並びに組織運営及び施設設備の改

善のほか、減価償却に充てる。 

 

３ その他法人の業務運営に関し必要な事項  

なし  
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【用語の解説】  

●アセスメント・ポリシー  

学生の学修成果の評価の方針。学生の学修成果の評価について、その目的、達成すべき

質的水準、評価の実施方法などについて定めたもの。  

●アントレプレナーシップ  

様々な困難や変化に対し、与えられた環境のみならず自ら枠を超えて行動を起こし、新

たな価値を生み出していく精神のこと。本学では、自ら社会課題を見つけ、課題解決に向

かってチャレンジしたり、他者との協働により解決策を探求したりすることができる知

識・能力・態度を身に付ける教育を行う。  

●インターンシップ  

学生が自らの専攻や将来の職業に関連した就業体験を行う制度。インターンシップを経

験することにより、高い就業意識を身につけることができ、大学での学修意欲の向上につ

ながるという効果を生むとともに、将来の進路選択において自らの適性や能力について実

践的に考える機会となる。  

●サバティカル制度  

  教員の教育・研究能力の向上を図るために、教員が従事する教育や大学運営等に係る一

部又は全部の職務を一定期間免除し、研究に専念させる制度のこと。  

●ダイバーシティ＆インクルージョン 

  人々の性別、年齢、国籍などの違いを尊重し、個性を活かす考え方。また、これらの多

様性について受け入れ、活躍の場を提供すること。 

●ディプロマ・ポリシー 

学位授与の方針。各大学が、その教育理念を踏まえ、どのような力を身に付ければ学位

を授与するのかを定める基本的な方針であり、学生の学修成果の目標となるもの。  

●内部質保証 

大学等が、自らの責任で自学の諸活動について点検・評価を行い、その結果をもとに改

革・改善に努め、それによってその質を自ら保証すること。 

●ラーニングマネジメントシステム 

  インターネットやパソコン等で学修を行う e-ラーニングを実施する際のベースとなる

学修管理システムのこと。学生が学修を行う受講機能に限らず、教員や管理者が成績管理

等を行う管理機能からなる。 

●リカレント教育 

義務教育など学校教育を終えて社会の諸活動に従事してからも、個人の必要に応じて教

育機関に戻り、繰り返し再教育を受けられる、循環・反復型の教育システム。 

●リメディアル教育 

  大学教育を受ける前提となる基礎的な知識等を補うために行われる補習教育のこと。入
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学後の補習に限らず、入学前教育も含む。 

●ワークライフバランス 

仕事と生活の調和と訳され、一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上

の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった

人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できることを指す。 

●ＥＳＬＯ（Employability based on Student Learning Outcome） 

  ＧＰＡに基づいた客観的評価と学生自身による主観的評価を用いた本学独自の学修成

果指標。変化が多い社会で生き抜くための基礎的・汎用的能力の観点から大学での学びの

成果を可視化し、大学教育の質の向上を図るもの。 

●ＦＤ（Faculty Development） 

教員が授業内容・方法を改善し、向上させるために行う組織的な取組みのこと。学生

に対しての授業評価アンケート、教員相互の授業参観や研修の開催などがある。 

●ＳＤ（Staff Development） 

教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、職員に必要な知識及び技能を習得

させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修をいう。職員には、事務職員のほ

か、教授等の教員や学長等の大学執行部、技術職員等も含まれる。 

 


